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(
) 附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

医 学 及 び 医 療 技 術 者 等 研 修 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 一 年 三 月 二 十 七 日

青 森 県 知 事 三 村 申 吾

青 森 県 規 則 第 二 十 号

医 学 及 び 医 療 技 術 者 等 研 修 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

医 学 及 び 医 療 技 術 者 等 研 修 規 則 ( 昭 和 三 十 六 年 一 月 青 森 県 規 則 第 一 号 ) の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 第 二 条 第 五 号 に 規 定 す る 学 校 又 は 養 成 所 の 長 は 、 在 学 中 の 者 に 研 修 を 受 け さ せ よ

う と す る と き は 、 研 修 願 に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 地 域 健 康 福 祉 部 等 の 長 に 提 出 し 、

そ の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

一 研 修 者 名 簿

二 そ の 他 知 事 が 必 要 と 認 め る 書 類

別 記 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。
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第２号様式（第３条関係）

表

裏

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ８横長とする。

第 号

立 入 証

所 属

職 氏 名

年 月 日生

上記の者は、消防法第１６条の３の２及び第１６条の５の規定により立入りを行う職員であるこ
とを証明する。

年 月 日発行

青森県知事

消防法（抜粋）
第16条の３の２第１項 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物の流出
その他の事故（火災を除く。以下この条において同じ。）であつて火災が発生するおそれのあつ
たものについて、当該事故の原因を調査することができる。
同条第２項 市町村長等は、前項の調査のため必要があるときは、当該事故が発生した製造所、貯
蔵所若しくは取扱所その他当該事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所の所有者、管
理者若しくは占有者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務
に従事する職員に、これらの場所に立ち入り、所在する危険物の状況若しくは当該製造所、貯蔵
所若しくは取扱所その他の当該事故に関係のある工作物若しくは物件を検査させ、若しくは関係
のある者に質問させることができる。
同条第３項 第４条第１項ただし書及び第２項から第４項までの規定は、前項の場合について準用
する。
第16条の５第１項 市町村長等は、第16条の３の２第１項及び第２項に定めるもののほか、危険物
の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を
貯蔵し、若しくは取り扱つていると認められるすべての場所（以下この項において「貯蔵所等」
という。）の所有者、管理者若しくは占有者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、
又は当該消防事務に従事する職員に、貯蔵所等に立ち入り、これらの場所の位置、構造若しくは
設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱いについて検査させ、関係のある者に質問させ、若しくは試
験のため必要な最少限度の数量に限り危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去さ
せることができる。
同条第３項 第４条第２項から第４項までの規定は、前２項の場合にこれを準用する。
第４条第２項 消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村
長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。
第44条 次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は拘留に処する。
(２) 第４条第１項、第16条の３の２第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）、第16
条の５第１項若しくは第34条第１項（第35条の３第２項又は第35条の３の２第２項において準
用する場合を含む。）の規定による資料の提出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、
虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、
検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
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( )

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

国
民
健
康
保
険
の
県
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
一
号

国
民
健
康
保
険
の
県
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

国
民
健
康
保
険
の
県
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
七
年
十
一
月
青
森

県
規
則
第
百
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
及
び
被
用
者
保
険
等
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に

関
す
る
政
令｣

を

｢

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令｣

に
改
め
る
。

第
三
条
中

｢

調
整
対
象
需
要
額

(｣

の
下
に

｢

第
七
条

(

附
則
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。)

を
除
き
、｣

を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

一
般
被
保
険
者
に
係
る
給
付
費
を｣

を

｢

被
保
険
者
に
係
る
給
付
費

を｣

に
、

｢

一
般
被
保
険
者
に
係
る
給
付
費
で｣

を

｢

被
保
険
者
に
係
る
給
付
費
で｣
に
改
め
、
同

号
イ
中

｢

に
係
る
一
般
被
保
険
者｣

を
削
り
、

｢

第
二
十
七
条
の
十
四
の
三
第
六
項｣
を

｢
第
二
十

七
条
の
十
四
の
四
第
六
項｣

に
、

｢

に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る｣

を

｢

に
お
け
る｣
に
、

｢

に
お
い
て
一
般
被
保
険
者
に
係
る
移
送
費｣

を

｢

に
お
け
る
移
送
費｣

に
、

｢

並
び
に
当
該
期
間

に
お
い
て
一
般
被
保
険
者
に
係
る
高
額
療
養
費｣

を

｢

、
当
該
期
間
に
お
け
る
高
額
療
養
費
及
び
高

額
介
護
合
算
療
養
費｣

に
、

｢

費
用
の
額
の
合
算
額｣

を

｢

費
用
の
額
並
び
に
当
該
期
間
に
お
い
て

前
期
高
齢
者
納
付
金
の
納
付
に
要
し
た
費
用
の
額
の
合
算
額

(

当
該
期
間
に
お
い
て
前
期
高
齢
者
交

付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額)

｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中

｢

一
般
被
保
険
者
に｣

を

｢

被
保
険
者
に｣

に
、

｢

平
均
一
般
被
保
険
者
数｣

を

｢

平
均
被
保
険
者
数｣

に
、

｢

一
般
被
保
険

者
数
の｣

を

｢

被
保
険
者
数
の｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
の｣

を

｢

後
期
高
齢
者
支
援
金
の｣

に
改
め
、

｢

か
ら
当
該
期
間
に
お
け
る
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
負
担

調
整
前
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
を
控
除
し
た
額｣

を
削
り
、
同
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第

四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中

｢

一
般
被
保
険
者
に｣

を

｢

被
保
険
者
に｣

に
、

｢

平
均
一

般
被
保
険
者
数｣

を

｢

平
均
被
保
険
者
数｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

平
均
一
般
被
保
険
者
数｣

を

｢

平
均
被
保
険
者
数｣

に
、

｢一
般
被

保
険
者
県
平
均
応
益
保
険
料
額
｣

を

｢県
平
均
応
益
保
険
料
額
｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

平
均

一
般
被
保
険
者
数｣

を

｢

平
均
被
保
険
者
数｣

に
、

｢一
般
被
保
険
者
県
平
均
応
能
保
険
料
額
｣

を

｢県
平
均
応
能
保
険
料
額
｣

に
、

｢一
般
被
保
険
者
に
｣

を

｢被
保
険
者
に
｣

に
、

｢す
べ
て
の
市

町
村
｣

を

｢全
市
町
村
｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

一
般
被
保
険
者
県
平
均
応
益
保
険
料
額｣

を

｢

県
平
均
応
益
保
険
料
額｣

に
、

｢

一
般
被
保
険
者
に｣

を

｢

被
保
険
者
に｣

に
、

｢

国
民
健
康
保

険
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令

(

昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
号
。
以
下

｢

算
定
省
令｣

と
い
う
。)

第
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
保
険
料
賦
課
期
日｣

を

｢

賦
課

期
日
又
は
地
方
税
法
第
七
百
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
賦
課
期
日｣

に
、

｢

一
般
被
保
険
者
の｣

を

｢

被
保
険
者
の｣

に
、

｢

賦
課
期
日
現
在
一
般
被
保
険
者
総
数｣

を

｢

賦
課
期
日
現
在
被
保
険
者
総

数｣

に
、

｢

一
般
被
保
険
者
県
平
均
応
能
保
険
料
額｣

を

｢

県
平
均
応
能
保
険
料
額｣

に
改
め
、
同

条
第
三
項
中

｢

一
般
被
保
険
者
に｣

を

｢

被
保
険
者
に｣

に
、

｢

一
般
被
保
険
者
数｣

を

｢

被
保
険

者
数｣

に
、

｢

賦
課
期
日
現
在
一
般
被
保
険
者
総
数｣

を

｢

賦
課
期
日
現
在
被
保
険
者
総
数｣

に
改

め
、
同
条
第
五
項
中

｢

一
般
被
保
険
者
に｣

を

｢

被
保
険
者
に｣

に
、

｢

当
該
市
町
村
の
保
険
料
賦

課
期
日｣

を

｢

保
険
料
賦
課
期
日｣

に
改
め
、

｢
(

被
保
険
者
で
あ
る
世
帯
主
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

を
削
り
、

｢

一
般
被
保
険
者
県
平
均
応
益
保
険
料
額｣

を

｢

県
平
均
応
益

保
険
料
額｣

に
改
め
、

｢

及
び
保
険
料
賦
課
期
日
に
お
け
る
そ
の
世
帯
に
属
す
る
退
職
被
保
険
者
等

に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等｣

を
削
り
、

｢

五
十
六
万
円｣

を

｢

四
十
七
万
円｣

に
、

｢

額
か
ら
、
当
該
額
に
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
を
基
礎
控
除
後
の

総
所
得
金
額
等
世
帯
総
額
で
除
し
て
得
た
率

(

そ
の
率
に
小
数
点
以
下
四
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
す
る
。)

を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
を
、｣

を

｢

額
を｣

に
、

｢560,000円
｣

を

｢470,000円
｣

に
、

｢一
般
被
保
険
者
県
平
均
応
益
保
険
料
額
｣

を

｢県
平
均

応
益
保
険
料
額
｣

に
、
同
条
第
六
項
中

｢

一
般
被
保
険
者｣

を

｢

被
保
険
者｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
号
中

｢

一
般
被
保
険
者｣

を

｢

被
保
険
者｣

に
、

｢

が
、
算
定
省
令
第
六
条
第
一
号

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額｣

を

｢

の
合
計
額
が
、
国
民
健
康
保
険
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額

の
算
定
に
関
す
る
省
令

(

昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
号)

第
二
条
に
規
定
す
る
調
整
対
象
需
要

額｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢
(

退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
額
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。)

｣

及
び

｢
(

退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
額
を
除
く
。)

｣

を
削
る
。

附
則
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
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( )

に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
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被
保
険
者
に

一
般
被
保
険
者
に

第
五
条
第
一
項

請
求
に
係
る

請
求
に
係
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る

の
間
に
お
け
る

の
間
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る

当
該
期
間
に
お
け

る

当
該
期
間
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る

合
算
額

(

合
算
額
か
ら
当
該
期
間
に
お
け
る
調
整
対
象
基
準
額

に
退
職
被
保
険
者
等
所
属
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を

控
除
し
た
額

(

平
均
被
保
険
者
数

平
均
一
般
被
保
険
者
数

被
保
険
者
数
の

一
般
被
保
険
者
数
の

後
期
高
齢
者
支
援

金
の
納
付
に
要
し

た
費
用
の
額

後
期
高
齢
者
支
援
金
の
納
付
に
要
し
た
費
用
の
額
か

ら
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
に
退
職
被
保
険
者
等
所

属
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額

第
五
条
第
二
項

被
保
険
者
に

一
般
被
保
険
者
に

平
均
被
保
険
者
数

平
均
一
般
被
保
険
者
数

第
六
条
第
一
項

平
均
被
保
険
者
数

平
均
一
般
被
保
険
者
数

県
平
均
応
益
保
険

料
額

一
般
被
保
険
者
県
平
均
応
益
保
険
料
額

県
平
均
応
能
保
険

料
額

一
般
被
保
険
者
県
平
均
応
能
保
険
料
額

被
保
険
者
に

一
般
被
保
険
者
に

県
平
均
応
益
保
険

料
額

一
般
被
保
険
者
県
平
均
応
益
保
険
料
額

第
六
条
第
二
項

被
保
険
者
に

一
般
被
保
険
者
に

被
保
険
者
の

一
般
被
保
険
者
の

賦
課
期
日
現
在
被

保
険
者
総
数

賦
課
期
日
現
在
一
般
被
保
険
者
総
数

県
平
均
応
能
保
険

料
額

一
般
被
保
険
者
県
平
均
応
能
保
険
料
額

第
六
条
第
三
項

被
保
険
者
に

一
般
被
保
険
者
に

被
保
険
者
数

一
般
被
保
険
者
数

賦
課
期
日
現
在
被

保
険
者
総
数

賦
課
期
日
現
在
一
般
被
保
険
者
総
数

第
六
条
第
五
項

被
保
険
者
に

一
般
被
保
険
者
に

県
平
均
応
益
保
険

料
額

一
般
被
保
険
者
県
平
均
応
益
保
険
料
額

総
所
得
金
額
等

(

総
所
得
金
額
等
及
び
賦
課
期
日
に
お
け
る
そ
の
世
帯

に
属
す
る
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
基
礎
控
除
後
の

総
所
得
金
額
等
の
合
計
額

(

算
定
し
た
額
を

算
定
し
た
額
か
ら
、
当
該
額
に
退
職
被
保
険
者
等
に

係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
を
基
礎
控
除
後

の
総
所
得
金
額
等
世
帯
総
額
で
除
し
て
得
た
率

(

そ

の
率
に
小
数
点
以
下
四
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
す
る
。)

を
乗
じ
て
得
た
額

を
控
除
し
た
額
を
、

県
平
均
応
益
保
険

料
額

一
般
被
保
険
者
県
平
均
応
益
保
険
料
額

第
六
条
第
六
項

被
保
険
者

一
般
被
保
険
者

被
保
険
者

一
般
被
保
険
者

調
整
対
象
需
要
額

調
整
対
象
需
要
額
か
ら
、
前
年
度
の
一
月
か
ら
当
該

年
度
の
十
二
月
ま
で
の
各
月
の
末
日
に
お
け
る
介
護

保
険
第
二
号
被
保
険
者
の
う
ち
退
職
被
保
険
者
等
の

数
の
合
計
数
を
介
護
保
険
第
二
号
被
保
険
者
の
数
の

合
計
数
で
除
し
た
数
に
、
同
令
第
四
条
第
一
項
第
三

号
に
掲
げ
る
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額

第
七
条

に
よ
る
療
養
の
給

付
に
係
る
一
部
負

に
よ
る
療
養
の
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
の
減
免
額

(

退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
額
を
除
く
。
以
下
こ
の



( )

３

平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
市
町
村

(

退
職
被
保
険
者
等
所

属
市
町
村
を
除
く
。)

に
つ
い
て
第
五
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
一
項

第
一
号
イ
中

｢

前
期
高
齢
者
納
付
金｣

と
あ
る
の
は
、

｢

前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び
健
康
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号)

附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法

(

昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号)

の
規
定
に
よ
る
医
療
費
拠
出
金｣

と
す
る
。

４

平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
第
五
条
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
中

｢
前
期
高
齢
者
納
付
金｣

と
あ
る
の
は
、

｢

前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
八
年
法
律
第
八

十
三
号)

附
則
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
七

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法

(

昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号)

の
規
定
に
よ
る
医

療
費
拠
出
金｣

と
、

｢

調
整
対
象
基
準
額｣

と
あ
る
の
は

｢

調
整
対
象
基
準
額
及
び
健
康
保
険
法

施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

(

平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号)

附
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
附
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
負
担
調
整
前
老
人
保

健
医
療
費
拠
出
金
相
当
額｣

と
す
る
。

附
則
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

５

平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
第
五
条
の
規
定
を
適

用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中

｢

附
則

第
九
条
第
一
項｣

と
あ
る
の
は
、

｢

附
則
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条

第
一
項｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
第
五
条
の
規
定
を
適

用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
附
則
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中

｢

附
則
第
九
条
第
一
項｣

と
あ
る
の
は
、

｢

附
則
第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７

平
成
二
十
三
年
度
に
お
い
て
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
第
五
条
の
規
定
を
適

用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
附
則
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中

｢

附
則
第
九
条
第
一
項｣

と
あ
る
の
は
、

｢

附
則
第
九
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

８

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

条
第
一
項
第
二
号
中

｢

後
期
高
齢
者
支
援
金｣

と
あ
る
の
は
、｢

後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
病
床

転
換
支
援
金｣

と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
の
県
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
規
則

(

以
下

｢

改
正

後
の
規
則｣

と
い
う
。)

の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
度
分
の
県
調
整
交
付
金
か
ら
適
用
す
る
。
た

だ
し
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
期
間
に
係
る
改
正
後
の
規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る

費
用
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
二
号

青
森
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
五
年
四
月
青
森
県
規
則
第
三
十

一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

知
事
が
別
に
定
め
る
申
込
者
告
知
書

第
四
条
第
一
項
第
四
号
中

｢

第
三
号
様
式｣

を

｢

第
二
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第

四
号
様
式｣
を

｢

第
三
号
様
式｣

に
、

｢

第
五
号
様
式｣

を

｢

第
四
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
三

項
中

｢

第
六
号
様
式)

｣

を

｢

第
五
号
様
式)

｣

に
、

｢

第
六
号
様
式
の
二｣

を

｢

第
六
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
四
条
の
二
第
一
項
中

｢
申
込
者
告
知
書

(

第
二
号
様
式)

｣

を

｢

知
事
が
別
に
定
め
る
申
込
者

告
知
書｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
四
号
様
式｣

を

｢

第
三
号
様
式｣

に
、

｢

第
五
号
様
式｣
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担
金
の
減
免
額

号
に
お
い
て
同
じ
。)

額
の
合
算
額
が

額

(

退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
額
を
除
く
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

の
合
算
額
が

額
、

額

(

退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
額
を
除
く
。)

、

控
除
し
た
額

控
除
し
た
額(

退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
額
を
除
く
。)



( )

を

｢

第
四
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
四
条
の
三
中

｢

第
六
号
様
式
の
三｣

を

｢

第
七
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
四
条
の
四
中

｢

第
六
号
様
式
の
四｣

を

｢

第
八
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
三
項
中

｢

第
七
号
様
式｣

を

｢

第
九
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢

第
八
号
様

式｣

を

｢
第
十
号
様
式｣

に
、

｢

第
九
号
様
式｣

を

｢

第
十
一
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中

｢

第
十
号
様
式｣

を

｢

第
十
二
号
様
式｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
中

｢

と
き

は
、｣

の
下
に

｢
知
事
が
別
に
定
め
る｣

を
加
え
、

｢
(

第
十
一
号
様
式)

｣

を
削
り
、
同
項
第
二

号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

知
事
が
別
に
定
め
る
障
害
診
断
書

第
十
条
第
二
項
第
一
号
中

｢

障
害
診
断
書

(

第
十
二
号
様
式)

｣

を

｢

知
事
が
別
に
定
め
る
障
害

診
断
書｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
中

｢

第
六
号
様
式
の
三｣

を

｢
第
七
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
中

｢

第
六
号
様
式
の
四｣

を

｢

第
八
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
を
削
り
、
第
三
号
様
式
を
第
二
号
様
式
と
し
、
第
四
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で

を
一
様
式
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
六
号
様
式
の
二
を
第
六
号
様
式
と
す
る
。

第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
を
削
る
。

第
十
号
様
式
中

｢
(第
11号
様
式
)
｣

及
び

｢
(第
12号
様
式
)
｣

を
削
り
、
同
様
式
を
第
十
二

号
様
式
と
す
る
。

第
九
号
様
式
を
第
十
一
号
様
式
と
し
、
第
八
号
様
式
を
第
十
号
様
式
と
し
、
第
七
号
様
式
を
第
九

号
様
式
と
し
、
第
六
号
様
式
の
四
を
第
八
号
様
式
と
し
、
第
六
号
様
式
の
三
を
第
七
号
様
式
と
す
る
。

第
二
十
七
号
様
式
中

｢
を

｣

｢

に
、

｣

｢記
入
上
の
注
意

�
｢現
況
｣
の
欄
は
､
年
金
受
給
権
者
又
は
年
金
管
理
者
が
記
入
し
難
い

場
合
は
､
市
町
村
福
祉
事
務
所
等
で
記
入
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
｡

�
｢施
設
入
所
等
の
有
無
｣
の
欄
に
つ
い
て
は
､
１
の
欄
は
必
ず
い
ず
れ

を

か
を
○
で
囲
み
､
２
の
欄
は
該
当
す
る
場
合
の
み
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ

い
｡

｣

｢記
入
上
の
注
意

｢年
金
管
理
者
の
有
無
｣
の
欄
は
､
年
金
受
給
権
者
又
は
年
金
管
理
者
が
記
入
し
難
い
場

に

合
は
､
市
町
村
福
祉
事
務
所
等
で
記
入
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
｡

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
三
号

青
森
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
農
業
改
良
資
金
貸
付
規
則

(

昭
和
三
十
一
年
十
月
青
森
県
規
則
第
七
十
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

又
は｣
を

｢

及
び｣

に
改
め
、

｢

団
体｣

の
下
に

｢

並
び
に
中
小
企
業
者
と
農
林
漁

業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
八
号
。
以
下

｢

農
商
工
等
連
携
促
進
法｣
と
い
う
。)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
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施
設
入
所
等
の
有
無

年
金
管
理
者
の
有
無

現
況

１
�
施
設
入
所

� 種
類

�
�

�
�

	

�
入

院



在

宅

�
そ
の
他

２
�
特
別
支
援
学
校

�
特
別
支
援
学
級

１
有

�
父

�
母



祖
父
母

�
兄
弟
姉
妹

�
そ
の
他
の
親
族


そ
の
他(

)



就

労
２
無

年
金

管
理

者
の

有
無

１
有

�
父

�
母



祖
父
母

�
兄
弟
姉
妹

�
そ
の
他
の
親
族


そ
の
他
(

)

２
無



( )

る
法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
中
小
企
業
者｣

を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

農
業
改
良
措
置

(｣

の
下
に

｢

農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
農
業
改
良
措
置
と
み
な
さ
れ
る
措
置
を
含
む
。｣

を
加
え
、

｢

第
十
一
号
イ｣

を

｢

第

十
一
号｣
に
改
め
、

｢

、
同
号
ロ
に
掲
げ
る
資
金
に
あ
つ
て
は
認
定
農
業
者
、
農
業
経
営
基
盤
強
化

促
進
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
が
定
め
る
農
業
経
営
基
盤
の
強
化
の
促
進
に
関
す

る
基
本
的
な
構
想

(
以
下

｢

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
基
本
構
想｣

と
い
う
。)

に
定
め
る
効
率
的

か
つ
安
定
的
な
農
業
経
営
の
指
標
を
達
成
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
第
三
条
第
三
号
及
び
第
五

号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
が
中
心
と
な
つ
て
組
織
す
る
生
産
団
体
の
み
を｣

を
削
り
、

同
項
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
一

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
農
業
経
営
の
規
模
の
拡
大
、
生
産
方
式
の
合
理
化
、
経

営
管
理
の
合
理
化
、
農
業
従
事
の
態
様
の
改
善
そ
の
他
の
農
業
経
営
の
改
善
に
伴
い
必
要
と
な

る
資
材
費

(

種
苗
費
、
肥
料
代
、
農
薬
費
、
燃
料
費
等
を
い
う
。)

、
雇
用
労
賃
又
は
機
械
若

し
く
は
施
設
の
修
理
費

(

農
業
改
良
措
置
の
実
施
に
係
る
初
度
的
な
経
費
に
限
る
。)

に
充
て

る
の
に
必
要
な
資
金

第
二
条
第
二
項
中

｢

認
定
農
業
者｣

の
下
に

｢

及
び
次
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
者｣

を
加
え
、
同

条
第
三
項
中

｢

掲
げ
る
資
金｣

の
下
に

｢

と
し
て
貸
し
付
け
る
場
合｣

を
加
え
、
同
項
に
次
の
二
号

を
加
え
る
。

四

農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金

五

農
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と
し
て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下

｢

農
林
漁
業
バ
イ
オ
燃
料
法｣
と
い
う
。)

第
八
条

に
規
定
す
る
資
金

第
二
条
第
四
項
中

｢

及
び
第
二
号｣

を

｢

、
第
二
号
及
び
第
四
号｣

に
改
め
、

｢

資
金｣
の
下
に

｢

と
し
て
貸
し
付
け
る
場
合｣

を
加
え
る
。

第
三
条
た
だ
し
書
中

｢

第
七
号｣

を

｢

第
八
号｣

に
、

｢

あ
つ
て
は
、｣

を

｢

あ
つ
て
は｣

に
、

｢

場
合
に｣

を

｢

場
合
に
、
第
十
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
農
林
漁
業
バ
イ
オ
燃
料
法
第
五
条
第

二
項
に
規
定
す
る
認
定
生
産
製
造
連
携
事
業
計
画
に
従
つ
て
農
林
漁
業
バ
イ
オ
燃
料
法
第
二
条
第
三

項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
措
置
を
実
施
す
る
場
合
に｣

に
改
め
、
同
条
第
六
号
リ
中

｢

農
業
経
営
基
盤

強
化
促
進
基
本
構
想
に
お
い
て｣

を

｢

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農

業
経
営
基
盤
の
強
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
構
想
に｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

九

農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
の
認
定
を
受

け
た
農
業
者
又
は
そ
の
組
織
す
る
団
体

十

農
林
漁
業
バ
イ
オ
燃
料
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
産
製
造
連
携
事
業
計
画
の
認
定
を

受
け
た
農
業
者
又
は
そ
の
組
織
す
る
団
体(

こ
れ
ら
の
者
の
設
立
に
係
る
同
項
の
法
人
を
含
み
、

当
該
認
定
を
受
け
た
者
又
は
当
該
法
人
が
農
林
漁
業
バ
イ
オ
燃
料
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す

る
農
業
協
同
組
合
等
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
を
含
む
。)

十
一

農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者(

以
下
こ
の
号
に
お
い
て｢

認
定
中
小
企
業
者｣

と
い
う
。)

又
は
認
定
中
小
企
業
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
直
接
若
し
く
は
間
接
の
構
成
員
が

農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該

認
定
中
小
企
業
者

第
十
条
第
一
項
中

｢

第
八
条｣

の
下
に

｢
(

農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
加
え
る
。

第
十
六
条
中

｢

農
業
者｣

を

｢

個
人｣

に
、

｢

の
一｣

を

｢

の
い
ず
れ
か｣

に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
の
そ
の
二
中

｢農
林
漁
業
金
融
公
庫
資
金
｣

を

｢日
本
政
策
金
融
公
庫
資
金
｣

に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
四
号

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則

(

昭
和
五
十
一
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
七
十
七

号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

者

(

以
下｣

を

｢

者
並
び
に
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活

動
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
八
号
。
以
下

｢

農
商
工
等
連
携
促
進
法｣

と

い
う
。)

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
中

小
企
業
者

(

以
下｣
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢
林
業
・
木
材
産
業
改
善
措
置

(｣

の
下
に

｢

農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
林
業
・
木
材
産
業
改
善
措
置
と
み
な
さ
れ
る
措
置
を
含
む
。｣

を
加
え
、
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( )

同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

貸
付
金
の
償
還
期
間

(

据
置
期
間
を
含
む
。)

は
、
十
年
以
内

(

次
に
掲
げ
る
資
金
と
し
て
貸

し
付
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
二
年
以
内

(

第
四
号
に
掲
げ
る
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
十
五
年
以
内)

)

と
す
る
。

一

林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の
資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法

(

昭
和

五
十
四
年
法
律
第
五
十
一
号)

第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
認
定
に
係
る
同
条

第
二
項
第
三
号
の
措
置
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
林
業
経
営
基
盤
の
強
化
等
の
促
進
の
た
め
の

資
金
の
融
通
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
施
行
令

(

昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
五
号)

第
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
資
金

二

農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
当
該
認
定
に
係
る
同
項
に
規

定
す
る
農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
に
従
つ
て
実
施
さ
れ
る
農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
二
条
第
四

項
に
規
定
す
る
農
商
工
等
連
携
事
業
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
資
金

三

農
林
漁
業
有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と
し
て
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
年
法
律
第
四
十
五
号)

第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者

(

そ
の
者
の
設
立
に

係
る
同
項
の
法
人
を
含
み
、
当
該
認
定
を
受
け
た
者
又
は
当
該
法
人
が
同
法
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
農
業
協
同
組
合
等
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
直
接
又
は
間
接
の
構
成
員
を
含

む
。)

が
当
該
認
定
に
係
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
産
製
造
連
携
事
業
計
画
に
従

つ
て
同
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
措
置
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
資
金

四

林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
八
年
法
律
第
四
十
五
号)

第
五
条
第
一

項
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
が
当
該
認
定
に
係
る
計
画
に
従
つ
て
同
項
の
改
善
措
置
を
実
施
す

る
の
に
必
要
な
林
業
労
働
力
の
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
八
年
政
令
第
百
五

十
三
号)

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金

第
二
条
第
四
項
中

｢

三
年
以
内｣

の
下
に

｢
(

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
年
以
内)
｣

を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者

(

以
下
こ
の
号
に
お
い
て

｢

認
定
中
小
企
業
者｣

と
い
う
。)

又
は
認
定
中
小
企
業
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
直
接
若
し
く
は
間
接
の
構
成
員
が

農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該

認
定
中
小
企
業
者

第
六
条
中

｢

第
七
条
第
一
項｣

の
下
に

｢
(

農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
加
え
る
。

第
七
条
第
一
項
中

｢

第
八
条｣

の
下
に

｢
(

農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
五
号

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則

(

昭
和
五
十
五
年
一
月
青
森
県
規
則
第
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

も
の｣

の
下
に

｢

並
び
に
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動

の
促
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
八
号
。
以
下

｢

農
商
工
等
連
携
促
進
法｣

と
い

う
。)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
中
小

企
業
者｣

を
加
え
る
。

第
二
条
の
表
経
営
等
改
善
資
金
の
項
中｢

及
び
定
速
装
置｣

を｢

、
定
速
装
置
及
び
発
光
ダ
イ
オ
ー

ド
式
集
魚
灯｣

に
、

｢

中
核
的
漁
業
者
協
業
体｣

を

｢

経
営
改
善
取
組
漁
業
者
団
体｣

に
改
め
、

｢

本
項｣

を

｢

こ
の
項｣

に
改
め
、

｢

限
る
。
以
下
同
じ
。)

｣

の
下
に

｢

並
び
に
農
商
工
等
連
携

促
進
法
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
小

企
業
者

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

認
定
中
小
企
業
者｣

と
い
う
。)

又
は
認
定
中
小
企
業
者
が
団

体
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
直
接
若
し
く
は
間
接
の
構
成
員
が
農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
四
条
第

二
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
認
定
中
小
企
業
者｣

を
、

｢

及
び
協
業

体｣
の
下
に

｢

並
び
に
認
定
中
小
企
業
者
又
は
認
定
中
小
企
業
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ

の
直
接
若
し
く
は
間
接
の
構
成
員
が
農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
措

置
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
認
定
中
小
企
業
者｣

を
加
え
、

｢

百
二
十
万
円
と
し｣

を

｢

百
二
十

万
円
、
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
式
集
魚
灯
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
一
セ
ッ
ト
に
つ
き
千
三
百
万
円

と
し｣

に
、

青 森 県 報平成21年３月27日 金曜日 号外第19号9



( )
｢

｢

を

に
改
め
、

｣
｣

｢

二
年
以
内
を
含
む
。)
｣

の
下
に

｢

。
た
だ
し
、
農
商
工
等
連
携
事
業
実
施
資
金
と
し
て
貸
し
付

け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
五
年
以
内

(

据
置
期
間
三
年
以
内
を
含
む
。)

、
農
林
漁
業
有
機
物
資
源
生

産
措
置
実
施
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
五
年
以
内(

据
置
期
間
二
年
以
内
を
含
む
。)

と
す
る
。｣

を
加
え
、

｢
｢

を

に
改
め
、

｣
｣

同
表
青
年
漁
業
者
等
養
成
確
保
資
金
の
項
の
第
三
号
中

｢

中
核
的
漁
業
者
協
業
体｣

を

｢

経
営
改
善

取
組
漁
業
者
団
体｣

に
改
め
、

｢

含
む
。)

｣

の
下
に

｢

。
た
だ
し
、
農
林
漁
業
有
機
物
資
源
生
産

措
置
実
施
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
十
二
年
以
内

(

据
置
期
間
三
年
以
内
を
含

む
。)

と
す
る
。｣

を
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

第
八
条｣

の
下
に

｢(

農
商
工
等
連
携
促
進
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
加
え
る
。

｢
｢

第
一
号
様
式
中

を

に
改

｣
｣

め
る
。

｢

第
二
号
様
式
中

を

｣

青 森 県 報平成21年３月27日 金曜日 号外第19号 10

七
年
以
内

(

据
置
期
間
一
年
以
内
を

含
む
。)

七
年
以
内

(

据
置
期
間
一
年
以
内
を

含
む
。)

七
年
以
内

(

据
置
期
間
一
年
以
内
を

含
む
。)

。
た
だ
し
、
農
商
工
等
連

携
促
進
法
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を

受
け
た
者
が
当
該
認
定
に
係
る
同
項

に
規
定
す
る
農
商
工
等
連
携
事
業
計

画
に
従
つ
て
実
施
さ
れ
る
農
商
工
等

連
携
促
進
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
農
商
工
等
連
携
事
業
を
実
施
す

る
の
に
必
要
な
資
金

(

以
下

｢

農
商

工
等
連
携
事
業
実
施
資
金｣

と
い
う
。)

と
し
て
貸
し
付
け
る
場
合
に
あ
つ
て

は
九
年
以
内

(

据
置
期
間
三
年
以
内

を
含
む
。)

、
農
林
漁
業
有
機
物
資

源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と
し
て

の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(

平

成
二
十
年
法
律
第
四
十
五
号)

第
四

条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者

(

そ

の
者
の
設
立
に
係
る
同
項
の
法
人
を

含
み
、
当
該
認
定
を
受
け
た
者
又
は

当
該
法
人
が
同
法
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
農
業
協
同
組
合
等
で
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
直
接
又
は

間
接
の
構
成
員
を
含
む
。)

が
当
該

認
定
に
係
る
同
法
第
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
生
産
製
造
連
携
事
業
計
画

に
従
つ
て
同
法
第
二
条
第
三
項
第
二

号
イ
に
掲
げ
る
措
置
を
実
施
す
る
の

に
必
要
な
資
金

(

以
下

｢

農
林
漁
業

有
機
物
資
源
生
産
措
置
実
施
資
金｣

と
い
う
。)

と
し
て
貸
し
付
け
る
場

合
に
あ
つ
て
は
九
年
以
内

(

据
置
期

間
一
年
以
内
を
含
む
。)

と
す
る
。

七
年
以
内

(

据
置
期
間
一
年
以
内
を

含
む
。)

必
要

資
金

(

以
下

｢

農
林
漁
業

有
機
物
資
源
生
産
措
置
実
施
資
金｣

と
い
う
。)

と
し
て
貸
し
付
け
る
場

合
に
あ
つ
て
は
九
年
以
内

(

据
置
期

間
一
年
以
内
を
含
む
。)

と
す
る
。

十
年
以
内

(

据
置
期
間
三
年
以
内
を

含
む
。)

十
年
以
内

(

据
置
期
間
三
年
以
内
を

含
む
。)

十
年
以
内

(

据
置
期
間
三
年
以
内
を

含
む
。)

。
た
だ
し
、
農
商
工
等
連

携
事
業
実
施
資
金
と
し
て
貸
し
付
け

る
場
合
に
あ
つ
て
は
十
二
年
以
内

(

据
置
期
間
五
年
以
内
を
含
む
。)

、

農
林
漁
業
有
機
物
資
源
生
産
措
置
実

施
資
金
と
し
て
貸
し
付
け
る
場
合
に

あ
つ
て
は
十
二
年
以
内

(

据
置
期
間

三
年
以
内
を
含
む
。)

と
す
る
。

千
円

償
還
額

10年
目

千
円

償
還
額

11年
目

千
円

償
還
額

12年
目

千
円

償
還

額

10
年

目

第
10
回

年
月
日



(
)

｢

に 改 め る 。

｣

第 三 号 様 式 の 表 � 中 ｢第10回 年 月 日｣ を

｢第10回 年 月 日

第11回 年 月 日 に 改 め 、 同 様 式 の 裏 � の 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 借 用 証

第12回 年 月 日｣

書 特 約 条 項 第 一 条 中 ｢の一｣ を ｢のいずれか｣ に 改 め 、 第 四 号 を 第 九 号 と し 、 第 三 号

を 第 八 号 と し 、 第 二 号 の 次 に 次 の 五 号 を 加 え る 。

� 乙につき､ 仮差押え､ 差押え若しくは競売の申立てがあつたとき､ 又は破産

手続開始､ 民事再生手続開始､ 会社整理開始若しくは会社更生手続開始の申立

てがあつたとき｡

� 乙が､ 支払を停止し､ 若しくは手形交換所より取引停止処分を受けたとき､

又は清算に入つたとき｡

� 乙が､ 租税公課を滞納して督促又は保全差押えを受けたとき｡

� 乙が､ 甲に数個の債務を負う場合において､ その一つでも期限に弁済しなか

つたとき｡

� この借入金により改良又は取得された機器等が貸付けの目的に反して使用さ

れ､ 譲渡され､ 交換され､ 貸し付けられ､ 若しくは担保に供され､ 又は公用収

用されたとき｡

第 六 号 様 式 及 び 第 七 号 様 式 中 ｢第10回 年 月 日｣ を

｢第10回 年 月 日

第11回 年 月 日 に 改 め る 。

第12回 年 月 日｣

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

青 森 県 県 営 住 宅 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 一 年 三 月 二 十 七 日

青 森 県 知 事 三 村 申 吾

青 森 県 規 則 第 二 十 六 号

青 森 県 県 営 住 宅 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

青 森 県 県 営 住 宅 規 則 ( 昭 和 三 十 七 年 二 月 青 森 県 規 則 第 八 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

別 表 第 一 小 柳 団 地 の 項 中 ｢ 三 百 四 戸 ｣ を ｢ 二 百 八 十 八 戸 ｣ に 改 め 、 ｢ 、 集 会 所 ｣ を

削 り 、 同 表 上 平 団 地 の 項 中 ｢ 六 十 六 戸 ｣ を ｢ 五 十 二 戸 ｣ に 改 め る 。

別 表 第 二 浜 の 町 団 地 の 項 中 ｢ ( 未 舗 装 の 駐 車 区 画 に あ つ て は 、 八 百 円 ) ｣ を 削 り 、

同 表 白 銀 台 団 地 の 項 中 ｢ ( 未 舗 装 の 駐 車 区 画 に あ つ て は 、 千 百 円 ) ｣ を 削 り 、 同 表 上

平 団 地 の 項 中 ｢ ( 未 舗 装 の 駐 車 区 画 に あ つ て は 、 三 百 円 ) ｣ を 削 る 。

第 十 四 号 様 式 中

｢

｣

を

｢

｣
に 改 め る 。

第 三 十 五 号 様 式 中

｢

｣

を

青
森
県
報

平
成
21
年
３
月
27
日
金
曜
日

号
外
第
19
号
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家賃の減免 (徴収猶予) 敷金の減免 (徴収猶予)

金 額 月額 円 円

家 賃 敷 金

減免 (徴収猶予) をする
金 額 月額 円 円

減免 (徴収猶予) 後の額 月額 円 円

金 額 月額 円

第 12 回

第 11 回

第 10 回

年 月 日

年 月 日

年 月 日



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

｢

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

阿

保

�

子

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
道
路
交
通
規
則

(

平
成
十
年
九
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、
同
表
県
道
八
戸
百
石
線
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

｢

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青 森 県 報平成21年３月27日 金曜日 号外第19号 12

減
免
を
す
る
金
額

月
額

円

減
免
後
の
使
用
料
の
額

月
額

円
県
道
八
戸
野
辺
地
線

青
森
県
上
北
郡
お
い
ら
せ
町
高
田
五
七
番
地
一
か
ら

青
森
県
上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
堀
切
沢
六
〇
番
地
一
八
七

ま
で

県
道
八
戸
野
辺
地
線

青
森
県
上
北
郡
お
い
ら
せ
町
高
田
五
七
番
地
一
か
ら

青
森
県
上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
堀
切
沢
六
〇
番
地
一
八
七

ま
で

青
森
県
八
戸
市
大
字
市
川
町
字
尻
引
前
山
三
一
番
地
二
五
五
か
ら

青
森
県
八
戸
市
大
字
市
川
町
字
藁
田
柳
八
五
番
地
一
ま
で

県
道
八
戸
環
状
線

青
森
県
八
戸
市
大
字
市
川
町
字
長
七
谷
地
二
番
地
一
四
四
か
ら

青
森
県
八
戸
市
大
字
市
川
町
字
尻
引
前
山
三
一
番
地
二
五
五
ま
で


